自治会施設、設備補助金

自治振興課自治振興係

市民生活課地域振興グループ
磐田市では、自治会活動の振興を図るため、公会堂等の施設の整備事業及び掲示板、備品等の整備事業を実施する自治会に対し、予算の範囲内において、補助金を交付しています。

補助金の種類は、磐田市自治会公会堂等整備事業費補助金と磐田市自治会掲示板及び備品等整備事業費補助金の２種類があり、それぞれ下記の３項目ずつ補助金メニューがあります。

磐田市自治会公会堂等整備事業費補助金
(1)　公会堂新築及び改築（全面建替え）事業補助金

(2)　公会堂改修・改造事業補助金

(3)　倉庫（屋台小屋）新築・改築及び改修・改造事業補助金

（注意）倉庫のうち、屋台専用倉庫に対する補助は平成２３年度をもって廃止
磐田市自治会掲示板及び備品等整備事業費補助金
(1)　掲示板設置事業補助金

(2)　備品等整備事業補助金　

(3)　祭典屋台新築事業補助金

（注意）屋台新設事業補助金は平成２３年度をもって廃止
詳細については、別紙のとおりとなります。

なお、平成２２年度本補助金につきましては、すでに要望書を提出していただいているため、原則として要望の募集はいたしません。ただし、急を要する事案または突発的な事案等に対しては、個別に対応を検討させていただきますが、予算の関係上、必ずしも補助金を交付できるとは限りませんので、ご了承ください。

　平成２３年度本補助金の交付要望につきましては、昨年度同様、前年度中に要望書を提出していただく予定です。要望募集時期は、平成２２年９月頃に文書配布にて本補助金概要とともに市内３０５全自治会長宛て送付させていただく予定ですので、事前に自治会内にて協議・調整をよろしくお願いいたします。ただし、前年度要望書を提出していただいても、要望数および新年度予算の決定状況によっては、必ずしも補助金を交付できるとは限りませんので、ご承知おきください。
	制度名
	磐田市自治会公会堂等整備事業費補助金

(1)　公会堂新築及び改築（全面建替え）事業

	制度概要
	次の各事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。
(1)-1　公会堂の新築及び改築（全面建替え）
(1)-2　公会堂の火災等の災害による建替え

	補助金の額


	(1)-1　公会堂の新築及び改築（全面建替え）
①　建設費の３分の２以内で上限1,050万円（補助対象工事費1,575万円以上）

（平成23年度からは1,000万円）
（老人憩いの家建設費補助金は公会堂建設費補助金に統合されました。）
(1)-2　公会堂の火災等の災害による建替え
①　保険等の補填がある場合は、建設費から補填分を除いた額の３分の１以内で上限５00万円
2 ②　補填がない場合は、建設費の３分の２以内で上限1,050万円

3 　（平成23年度からは1,000万円）

	補助の対象
	(1)-1　公会堂新築及び改築事業
①　公会堂の建物建設にかかる費用。ただし、既存施設の解体及び撤去費、用地造成費及び外構工事費（バリアフリー化に関するものは対象とする。）消耗品費、事務費は補助対象外とする。

②　自治会の区域内で、過去に補助を受けた施設がない自治会を優先的に補助対象とする。

③　同一年度内に他の自治会公会堂等整備事業費補助金（公会堂改修・改造事業及び倉庫新築・改築及び改修・改造事業）と同時に交付申請をしていないこと
(1)-2　火災等の災害による公会堂の建替え

①　既存施設の解体及び撤去費、用地造成費及び外構工事費（バリアフリー化に関するものは対象とする。）消耗品費、事務費は補助対象外とする。

	要望期限
	平成２２年８月３１日（火）まで

	要望方法
	公会堂新築事業にかかる補助金要望書（※別紙様式第１号の１）に必要事項を記入の上、事業実施をする前年度までに市役所又は各支所へ提出してください。

	その他

	本要望書を提出する場合は、必ず市役所又は各支所の地域振興ｸﾞﾙｰﾌﾟに事前相談をするようお願いします。

	備　　　　　 考
	これは平成２３年度実施分の要望調査です。今年度の追加募集ではありません。

	担当課

	磐田市役所自治振興課自治振興係　電話 0538-37-4811　FAX 37-2851
福田支所市民生活課地域振興グループ電話0538-58-2370FAX 55-2110
竜洋支所市民生活課地域振興グループ電話0538-66-9100FAX 66-2139
豊田支所市民生活課地域振興グループ電話0538-36-3150FAX 34-2496
豊岡支所市民生活課地域振興グループ電話0539-63-0020FAX 63-0031


様式第１号の１

公会堂新築（改築）事業にかかる補助金交付要望書
平成　　年　　月　　日　
　　　磐田市長
	住所又は所在地
	磐田市

	氏名又は名称
	自治会


	自治会長　　　　　　　　  ㊞


　　平成２３年度公会堂新築事業にかかる補助金を活用したいので、関係書類を添えて
補助金の交付要望書を提出いたします。
記
　１　公会堂新築（改築）事業を実施することの議決をした総会議事録の写し
２　建築予定箇所の現況写真
　３　改築の場合は、現公会堂の外観及び内部写真
	制度名
	磐田市自治会公会堂等整備事業費補助金

(2)　公会堂（老人憩いの家）改修・改造事業

	制度概要
	次の各事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。

(2)　公会堂（老人憩いの家）の改修・改造

	補助金の額
	(2)　公会堂（老人憩いの家）の改修・改造

1 事業費30万円以上

経　 ②　経費の４分の１以内で上限６０万円（千円未満切捨て）

	補助の対象
	(2)　公会堂（老人憩いの家）改修・改造事業

　①　過去に市町村の公会堂新築補助金を受けて新築・改築した公会堂の場合
　　　交付を受けた年度から起算して10年を経過していること

　②　過去に市町村の助成を受けて改修・改造した公会堂の場合
　　　交付を受けた年度から起算して５年を経過していること

③　上記①、②ともに該当する場合は、両方の要件を満たしていること

4 既存施設の解体及び撤去費、用地造成費及び外構工事費（バリアフリー化に関するものは対象とする。）消耗品費、事務費は補助対象外とする。

⑤　同一年度内に他の自治会公会堂等整備事業費補助金（公会堂新築及び改築事業、倉庫新築・改築及び改修・改造事業）と同時に交付申請をしていないこと

	担当課


	磐田市役所　自治振興課　自治振興係
　電話 0538-37-4811　FAX 37-2851
福田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-58-2370　FAX 55-2110

竜洋支所　市民生活課　地域振興グループ　

電話0538-66-9100　FAX 66-2139

豊田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-36-3150　FAX 34-2496

豊岡支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0539-63-0020　FAX 63-0031


（注意）倉庫のうち、屋台専用倉庫に対する補助は平成２３年度をもって廃止
	制度名
	磐田市自治会公会堂等整備事業費補助金

(3)　倉庫（屋台小屋）新築・改築及び改修・改造事業

	制度概要
	次の各事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。
(3)　倉庫（屋台小屋）の新築・改築及び改修・改造（＊屋台小屋については、経過措置を設けて今後廃止となります。）

	補助金の額
	(3)　倉庫（屋台小屋）の新築・改築及び改修・改造

1 事業費10万円以上　
②　経費の４分の１以内で上限３０万円（千円未満切捨て）

	補助の対象
	(3)　倉庫（屋台小屋）新築・改築及び改修・改造事業
　①　過去に市の補助を受けて新築・または修繕した倉庫（屋台小屋）の場合
前回交付を受けた年度から起算して５年を経過していること

②　建築確認を要する規模（延床面積10㎡以上）の倉庫（屋台小屋）の新築及び修繕を補助対象とし、それ以外は、設備・備品扱いとする。
2 既存施設の解体及び撤去費、用地造成費及び外構工事費、消耗品費、事務費は補助対象外とする。

3 同一年度内に他の自治会公会堂等整備事業費補助金（公会堂新築及び改築事業、公会堂改修・改造事業）と同時に交付申請をしていないこと

	担当課

	磐田市役所　自治振興課　自治振興係
　電話 0538-37-4811　FAX 37-2851

福田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-58-2370　FAX 55-2110

竜洋支所　市民生活課　地域振興グループ　

電話0538-66-9100　FAX 66-2139

豊田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-36-3150　FAX 34-2496

豊岡支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0539-63-0020　FAX 63-0031

	制度名
	磐田市自治会掲示板及び備品等整備事業費補助金

(1)　町内掲示板設置事業

	制度概要
	次の各事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。

(1)　町内掲示板設置（※　新設もしくは既設掲示板を撤去した上での設置のみ）

	補助金の額
	(1)　町内掲示板設置

1 事業費10万円以下：全額補助
②　補助金の上限1０万円

	補助の対象
	(1)　町内掲示板設置事業

①　同一年度内に備品等整備及び祭典屋台新築事業と同時に交付申請をしていないこと

②　前回交付を受けた年度から起算して３年を経過していること
③　磐田市の他の補助制度の適用を受けないこと

④　既設掲示板の修繕費、追加工事費、撤去費は、補助対象外とする。

	担当課


	磐田市役所　自治振興課　自治振興係
電話 0538-37-4811　FAX 37-2851

福田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-58-2370　FAX 55-2110

竜洋支所　市民生活課　地域振興グループ　

電話0538-66-9100　FAX 66-2139

豊田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-36-3150　FAX 34-2496

豊岡支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0539-63-0020　FAX 63-0031


	制度名
	磐田市自治会掲示板及び備品等整備事業費補助金

(2)　備品等整備事業

	制度概要
	次の各事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。

(2)　備品等の整備

	補助金の額
	(2)　備品等の整備

①　事業費10万円以上

2 経費の４分の１以内で上限３０万円（千円未満切捨て）

	補助の対象
	(2)　備品等整備事業

①　同一年度内に自治会掲示板及び祭典屋台新築事業と同時に交付申請をしていないこと

②　前回交付を受けた年度から起算して３年を経過していること
3 磐田市の他の補助制度の適用を受けないこと

4 消耗品および汎用性の高い設備・備品は、補助対象外とする。
5 既存設備・備品の撤去費、リサイクル費は、補助対象外とする。

	担当課


	磐田市役所　自治振興課　自治振興係
電話 0538-37-4811　FAX 37-2851

福田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-58-2370　FAX 55-2110

竜洋支所　市民生活課　地域振興グループ　

電話0538-66-9100　FAX 66-2139

豊田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-36-3150　FAX 34-2496

豊岡支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0539-63-0020　FAX 63-0031


	制度名
	磐田市自治会掲示板及び備品等整備事業費補助金

(3)　祭典屋台新築事業

	制度概要
	次の各事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。
(3)　祭典屋台の新築

	補助金の額
	(3)　祭典屋台の新築
①　新設のみを対象とする。（既存設備の処分費等は除く）
②　経費の３分の１以内で上限２５０万円（千円未満切捨て）

	補助の対象
	(3)　祭典屋台新築事業
①　同一年度内に他の自治会掲示板及び備品等整備事業費補助金（掲示板設置事業及び備品等整備事業）と同時に交付申請をしていないこと

②　磐田市の他の補助制度の適用を受けないこと

	担当課

	磐田市役所　自治振興課　自治振興係
電話 0538-37-4811　FAX 37-2851

福田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-58-2370　FAX 55-2110

竜洋支所　市民生活課　地域振興グループ　

電話0538-66-9100　FAX 66-2139

豊田支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0538-36-3150　FAX 34-2496

豊岡支所　市民生活課　地域振興グループ

電話0539-63-0020　FAX 63-0031


（注意）屋台新設事業補助金は平成２３年度をもって廃止
平成２２年度補助金交付までの流れ

（予定）　（※公会堂新築（改築）および祭典屋台新築事業補助金を除く）
	市
	　　　　　　
	自治会


事業実施要望
（21年10月23日まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　 ①交付要望書

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　     　　　　　　　　 　　　　②見積書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　 　　　　　　　　  　　　  ③位置図

事業の選考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　　　　
補助金額内示の通知
（22年４月上旬）
内 示 通 知 受 領
補助金の交付申請
	（22年５月上旬まで）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①交付申請書

②事業計画書

③収支予算書

④見積書


補助金の交付決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（22年５月中旬）
決 定 通 知 受 領
事業実施
　　(22年５月下旬)


事業完了報告書の提出
	（事業完了から７日以内）

①完了報告書

②事業実績報告書

③収支決算書

④写真

⑤請求書(写)及び領収書(写)


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
補助金の交付確定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
確 定 通 知 の 受 領

補助金の請求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （通知受領から７日以内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①請求書（自治会振込用）

補助金の支出

自治会口座へ振り込み















